
1 

● 墨田区次世代育成支援行動計画 墨田区子ども・子育て支援事業計画  

Ⅰ 計画の期間・位置づけ 
【計画期間】 

「墨田区次世代育成支援行動計画 墨田区子ども・子育て支援事業計画」平成 27～31 年度 

【位置づけ】 

次世代育成支援対策推進法（平成 17 年 4 月 1 日から 10 年間の時限立法）に基づき、平成 17 年 3

月に墨田区次世代育成支援行動計画、平成 22 年 3 月に同後期行動計画を策定した。同法が 10 年間延

長されたことを受け、子ども・子育て支援法に基づく「墨田区子ども・子育て支援事業計画」に内包

される計画として、平成 27 年 3 月に本区の子ども・子育て支援の取組について定めた「墨田区次世

代育成支援行動計画 墨田区子ども・子育て支援事業計画」を策定した。平成 30 年 2 月、「墨田区次

世代育成支援行動計画 墨田区子ども・子育て支援事業計画」が計画期間の中間年を迎えることから、

子ども・子育て支援に関する施策を、より総合的かつ実効性を持って推進していくため、本計画策定

後の人口動向や保育需要等の動向を踏まえつつ、計画の見直しを実施した。 

Ⅱ 平成２９年度 

１ 事業実績 
基本理念及び５年後の将来像の実現に向け、５つの基本目標を定め、それぞれに具体的な方向性を

示しながら 199 の事業を通して、今後の子ども・子育て支援の方向性を明確にしている。 

【主な取組】 

（１）認可保育所の整備（子育て政策課、子ども施設課、事業番号 82） 

平成 29 年 9 月 1日開設１園  オウトピア保育園 

平成 29 年 10 月 1 日開設１園  そらまめ保育園 すみだ横川 

平成 30 年 4 月 1日開設７園  ①ひらがなのツリーほいくえん ②キッズガーデン墨田八広 

③日生曳舟駅前保育園ひびき ④石原ここわ保育園 ⑤まなびの森保育園曳舟 

⑥わらべ向島保育園 ⑦うれしい保育園八広 

（２）子ども主体の協同的な学びプロジェクト（子ども施設課、事業番号 89） 

子ども主体の協同的な学びプロジェクトとして主に 5 歳児の保育実践、公開保育と発表会を開

催した。プロジェクトに取組んだ園は公立幼稚園（立花）、公立保育園（横川橋）、私立幼稚園（言

問）、私立保育園（ひきふね）の４園であり、各園に専門家が指導に入った。 

（３）社会的養護推進のための啓発強化(子育て支援総合センター、事業番号 132) 

養育家庭体験発表会（江東児童相談所との共催(11 月 16 日)：１回 約 40 名 

各種事業イベントでの啓発：すみだまつり（10月 7・8 日） 

（４）保育コンシェルジュ事業（利用者支援事業）（子育て支援課、事業番号 165） 

配置した保育コンシェルジュ人数：4 名、相談受付件数：1,614 件 

（５）ワーク・ライフ・バランス推進事業(人権同和・男女共同参画課、事業番号 176) 

ワーク・ライフ・バランスセミナー「女性活躍推進と職場風土の変革～女性が活躍する組織を

めざして」2 日間コース参加者数：延べ 85 人、 

「育休後職場復帰セミナー」参加者数：18 名 

ワーク・ライフ・バランス及び女性活躍推進啓発冊子：2000 部発行 

２ 事業評価 

（１）事業数及び評価 

    評価    

事業数 
Ａ Ｂ その他 

 
Ａ：計画どおり進んでいる場合 

Ｂ：計画に遅れが生じている場合 

その他：計画の見直し等の必要が生じている場合 
掲載事業数 

１９９ 
１９０ ４ ５ 
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（２）Ｂ評価事業一覧 

事業番号 事業名 説明 

112 東京都母子及び父子福祉資金の貸付 各種相談に応じて援助を行い、関係機関との連携を強化する。 

184 赤ちゃん休けいスポット事業 

目標が民間店舗等157か所、区施設71か所、計228か所のと

ころ、平成29年度は民間店舗等138か所、区施設70か所、計

208か所であった。さらなる周知に努める。 

185 すみだ良質な集合住宅認定制度 申請によるため、計画に遅れが生じているものではない。 

189 公園等の出入口バリアフリー化 児童遊園の施設改修がなかった。 

（３）その他の評価一覧 

事業番号 事業名 説明 

17 科学教室 

土曜授業増加に伴い応募者数が減少傾向にあるため「子ど

もすみだ博士セミナー」「親子で楽しむサイエンス教室」等

事業に置き換えることとし平成 27年度をもって廃止した。 

33 区立学校の適正配置 

平成 25 年 9 月に「新たな墨田区立学校適正配置等実施計

画」の見直しを行い、予定していた学校統廃合の実施を見送

った。（計画終了） 

137 
「すみだ家庭の日（毎月25日）」

の普及と活用 

「すみだ やさしいまち宣言」の啓発活動終了に伴い「すみ

だ家庭の日」の普及活動は実施しない。 

156 
すみだ地域応援サイト「いっし

ょにネッと」の管理運営 

サイト開設から 10 年が経過し、当初の目的を達成したた

め、平成 28 年度をもって事業を終了（サイトを閉鎖）した。 

157 すみだ未来会議 

当初は平成 31 年度まで継続実施することとしていたが、

平成 29 年度の「すみだ未来会議」運営講座により、本事業

目的については一定の役割を果たしたため、平成 30 年度は

これまでの人材育成事業の成果を活かして地域の皆様がつ

ながるための交流会事業へと事業転換する。 

３ 目標と実績についての分析 

199 事業のうち、Ａ評価が 190 事業、Ｂ評価が 4事業、その他の評価が 5事業であり、９割以上に

当たる事業の目標が達成された。 

Ⅲ 平成３０年度 
１ 事業計画（主な取組） 

事業番号 事業名 説明 

23 いじめ防止対策の推進 

「いじめに関する授業」「いじめに関する研修」を年間３

回全小・中学校で実施し、いじめの未然防止、早期発見、早

期対応に努める。また、毎月 10 日を「すみだ いじめ防止

の日」とし、いじめ防止の啓発を図る。 

65 子育てひろば事業 
子育て親子の交流の場の提供と促進、育児講座等の啓発活動、

出張ひろば等の地域支援活動、子育て相談と援助を実施する。 

82 認可保育所の整備 
認可保育所設置・運営する事業者を募集する。 

（平成 31年 4 月までに保育定員を 660 人拡大） 

２ 事業計画に対する考え方 

平成 27 年度の「子ども・子育て支援新制度」開始に合わせ策定した本計画に基づき、妊娠・出産から

育児まで切れ目のない支援や、地域のニーズを踏まえた質の高い学校教育・保育及び地域の子ども・子育

て支援施策の充実に取組む。あわせて、区が抱える待機児童問題、在宅子育て支援、放課後対策について

重点的に検討し、「子どもと親と地域が共に育ち、子どもの利益を優先するまち すみだ」に向けて、環

境整備に取組む。なお、各施策については、各主管課で明確な目標を見据えて取組むとともに、進捗状況

を各年度で分析・評価し、内容と実態に乖離が生じた場合は計画を見直す。 


